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Contents 　先祖を迎え、もてなし、送るお盆―佐田岬半島では多
様な盆行事が行われています。特に大切な人が亡くなっ
て最初のお盆には一段と丁寧に行います。そのやり方は
地域によって様々ですが、どれもその地域で大切に受け
継がれてきた、いわばその地区の当たり前です。
　伊方町の盆行事は、2010（平成22）年に「佐田岬半島の
初盆行事」として国の「記録作成等の措置を講ずべき無
形の民俗文化財」に選択されました。

佐田岬半島の初盆行事



　令和₇年₆月30日発行	 町　会　報　え　ひ　め　	 第 195 号　（2）　

【
令
和
7
年
度
第
1
回
定
例
理
事
会
】

　

公
益
財
団
法
人
愛
媛
県
市
町
振
興
協
会

（
理
事
長
・
河
野
久
万
高
原
町
長
）は
、
令

和
7
年
度
第
1
回
定
例
理
事
会
を
6
月
16

日（
月
）「
愛
媛
県
自
治
会
館
」に
お
い
て
開

催
し
た
。

　

会
議
の
出
席
は
、
河
野
忠
康（
理
事

長
）・
武
智
邦
典（
伊
予
市
長
）・
原
俊
司

（
松
山
市
議
会
議
長
）・
久
保
美
博
（
内
子

町
議
会
議
員
）・
新
井
英
夫（
松
山
大
学
理

事
長
）・
向
井
政
明（
愛
媛
県
町
村
会
事
務

令
和
７
年
度

�
定
例
理
事
会
・
定
時
評
議
員
会

（
公
財
）愛
媛
県
市
町
振
興
協
会
　

局
長
）の
各
理
事
及
び
雲
峰
隆
光（
愛
媛

県
市
町
振
興
課
長
）・
武
智
茂
記（
愛
媛
県

市
長
会
事
務
局
長
）・
酒
井
啓
司
（
税
理

士
）
の
各
監
事
。

　

会
議
に
入
り
河
野
理
事
長
か
ら
招
集
あ

い
さ
つ
の
の
ち
、
定
款
の
定
め
に
よ
り
河

野
理
事
長
が
議
長
と
な
り
、
各
議
案
に
つ

い
て
清
川
事
務
局
長
か
ら
説
明
が
行
わ
れ
、

い
ず
れ
も
承
認
お
よ
び
議
決
さ
れ
た
。
ま

た
、
第
1
号
報
告
「
職
務
執
行
状
況
」
に

つ
い
て
向
井
常
務
理
事
か
ら
報
告
が
行
わ

れ
、
了
承
さ
れ
た
。

　

な
お
、
提
出
さ
れ
た
議
案
及
び
報
告
は

次
の
と
お
り
。

◆
議
　
事

　

第
1
号
議
案

　
　

令
和
6
年
度
事
業
報
告
の
承
認
に
つ

い
て

　

第
2
号
議
案

　
　

令
和
6
年
度
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

　

第
3
号
議
案

　
　

令
和
7
年
度
定
時
評
議
員
会
の
開
催

に
つ
い
て

◆
報
　
告

　

第
1
号
報
告

　
　

職
務
執
行
状
況
に
つ
い
て

【
令
和
7
年
度
定
時
評
議
員
会
】

　

公
益
財
団
法
人
愛
媛
県
市
町
振
興
協

会
（
理
事
長
・
河
野
久
万
高
原
町
長
）
は
、

令
和
7
年
度
定
時
評
議
員
会
を
6
月
30
日

（
月
）「
愛
媛
県
自
治
会
館
」に
お
い
て
開
催

し
た
。

　

会
議
の
出
席
は
、河
野
忠
康
（
理
事
長
）

及
び
髙
橋
敏
明
（
西
条
市
長
）・
越
智
忍

（
今
治
市
議
会
議
員
）・
高
門
清
彦
（
伊
方

町
長
）・
加
藤
康
幸
（
松
野
町
議
会
議
員
）・

山
口
巧
（
松
山
大
学
常
務
理
事
）・
藤
田
泰

宏
（
砥
部
町
議
会
事
務
局
長
）
の
各
評
議

員
及
び
雲
峰
隆
光
（
愛
媛
県
市
町
振
興
課

長
）・
武
智
茂
記
（
愛
媛
県
市
長
会
事
務
局

長
）・
酒
井
啓
司
（
税
理
士
）
の
各
監
事
、

向
井
常
務
理
事
等
。

　

河
野
理
事
長
か
ら
招
集
あ
い
さ
つ
の
後
、

定
款
に
よ
り
出
席
し
た
評
議
員
の
互
選
で

加
藤
評
議
員
を
議
長
に
選
出
し
、
議
事
録

署
名
人
に
、
高
門
評
議
員
・
山
口
評
議
員

の
両
評
議
員
を
指
名
。

　

議
事
に
入
り
、
清
川
事
務
局
長
か
ら
議

案
説
明
が
行
わ
れ
、
令
和
6
年
度
事
業
の

報
告
及
び
決
算
に
つ
い
て
審
議
し
、
い
ず

れ
も
承
認
さ
れ
た
。

　

評
議
員
・
理
事
の
辞
任
に
伴
う
選
任
に

つ
い
て
は
、
定
款
に
よ
り
候
補
者
ご
と
に

賛
否
を
諮
っ
た
結
果
、
全
員
異
議
な
く
次

の
者
を
選
任
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

【
評
議
員
】

　

古
川　

拓
哉
（
新
居
浜
市
長
）

　

佐
々
木
加
代
子（
八
幡
浜
市
議
会
議
長
）

　

坂
本　
　

浩
（
松
野
町
長
）

　

芝　
　

照
雄
（
鬼
北
町
議
会
議
長
）

　

岡
本　

恭
典（
上
島
町
議
会
事
務
局
長
）

【
理　

事
】

　

管
家　

一
夫
（
西
予
市
長
）

　

高
門　

清
彦
（
伊
方
町
長
）

　

福
島　

大
朝
（
伊
方
町
議
会
議
長
）

　

な
お
、
提
出
さ
れ
た
議
案
は
次
の
と
お

り
。

◆
議
　
事

　

第
1
号
議
案

　
　

令
和
6
年
度
事
業
報
告
及
び
決
算
の

承
認
に
つ
い
て

　

第
2
号
議
案

　
　

評
議
員
の
辞
任
に
伴
う
選
任
に
つ
い

て

　

第
3
号
議
案

　
　

理
事
の
辞
任
に
伴
う
選
任
に
つ
い
て



　（3）　令和₇年₆月30日発行	 町　会　報　え　ひ　め　	 第 195 号　

　

全
国
町
村
会
は
、
6
月
18
日（
水
）に
全

国
町
村
会
館
で
「
全
国
町
村
会
政
務
調
査

会
・
全
国
町
村
会
理
事
会
・
都
道
府
県
会

長
会
・
全
国
町
村
職
員
生
活
協
同
組
合
通

常
総
代
会
」
を
開
催
し
た
。

　

本
県
か
ら
は
、高
門
会
長
（
伊
方
町
長
）

及
び
事
務
局
長
が
出
席
し
た
。

◆
全
国
町
村
会
政
務
調
査
会

1　

開
会
あ
い
さ
つ

2　

政
策
説
明

　

⑴　
「
地
方
創
生
2
．0
基
本
構
想
に
つ

い
て
」

　
　

内
閣
官
房　

新
し
い
地
方
経
済
・
生

活
環
境
創
生
本
部
事
務
局
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

海
老
原　

諭　

氏

　

⑵　
「
昭
和
1
0
0
年
」関
連
施
策
の
推

進
に
つ
い
て

　
　

内
閣
官
房
「
昭
和
1
0
0
年
」
関
連

施
策
推
進
室
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

橋
本　

泰
宏　

氏

3　

協
議
事
項

　

◦
「
令
和
8
年
度
政
府
予
算
編
成
及
び

施
策
に
関
す
る
要
望
」（
案
）
に
つ
い
て

4　

そ
の
他

全
国
町
村
会
政
務
調
査
会

全
国
町
村
会
理
事
会

都
道
府
県
会
長
会
等
を
開
催

全
国
町
村
会
　

◆
全
国
町
村
会
理
事
会

　
都
道
府
県
町
村
会
長
会

1　

開
会
あ
い
さ
つ

2　

議
事
録
署
名
人
の
選
任

3　

議　

事

　

⑴　

令
和
6
年
度
決
算
等
に
つ
い
て

　

⑵　

副
会
長
の
選
任
に
つ
い
て

　

⑶　

全
国
町
村
会
役
員
及
び
職
員
等
の

旅
費
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
改
正

（
案
）
に
つ
い
て

4　

報　

告

　

◦
国
と
地
方
の
協
議
の
場
に
つ
い
て

5　

そ
の
他

◆
全
国
町
村
職
員
生
活
協
同
組
合
総
代
会

1　

開　

会

2　

議
事
録
署
名
人
の
選
任

3　

議
案
審
議

　

⑴　

令
和
6
年
度
事
業
報
告
及
び
決
算

等
に
つ
い
て

　

⑵　

役
員
の
選
任
に
つ
い
て

4　

そ
の
他

5　

閉　

会



　令和₇年₆月30日発行	 町　会　報　え　ひ　め　	 第 195 号　（4）　

令和７年度町職員法制執務研修会実施要領
	 　　愛媛県町村会

₁　研修目的
　　町の法制執務担当職員として必要な条例、規則の立案、解釈等の知識を修
得することにより、当該町の法制の整備充実に資することを目的とする。
₂　「ぎょうせいｅアカデミー」ｅラーニング視聴可能期間
　　令和₇年₆月18日（水）～令和₇年₈月17日（日）
₃　研修講師
　　株式会社ぎょうせい法制ソフト課　山下　勝弘　氏
₄　研修コース名
　　法制執務入門　初めて作る改正規定
₅　研修受講対象者
　　法制執務担当職員およびこれに準ずる職員
　　（法令の読み方等基礎知識の習得に関する研修とし、原則として初心者を対
象とする）
₆　研修経費
　　受講者₃名までについては本会が負担し、受講者が₄名以上の場合は、₃
名を超える人数から１人につき7,040円（税込）を、各団体においてご負担くだ
さいますようお願いいたします。
　　なお、本会が経費負担する受講者₃名について、次に該当する場合は、各
町へ請求することがありますことをご了承ください。	

　　■ eラーニング未受講の場合	
　　■ eラーニング受講が極端に短い時間で修了していた場合
₇　その他
　⑴　ｅラーニングでの研修方法としており、株式会社ぎょうせいから、配信
期間の前日に受講者のメールアドレスにＵＲＬ等が送付されます。

　⑵　送付されたＵＲＬ等の使い回しは禁止されておりますので、必ず受講さ
れる方全員の名簿をご提出ください。

法
制
執
務
研
修
会
を
開
催

愛
媛
県
町
村
会
　

人
物
試
験
評
価
者
講
習
を
開
催

愛
媛
県
町
村
会
　

令和７年度人物試験評価者講習実施要領

	 愛媛県町村会

１　研修目的

　　近年、町の職員採用試験において、人物重視の観点から、面接試験

の比重が高まっている。一方、面接試験は、面接者の主観的判断が働

きやすいため、面接者相互間で評価結果が異なる場合があるなど、そ

の弱点も指摘されている。

　　このことから、面接試験の基礎知識、質問の技法、評価の技法を修

得することにより、今後の面接試験の適切な実施に寄与することを目

的とする。

₂　研修動画配信期間

　　令和₇年₆月20日（金）～令和₇年₇月25日（金）

₃　研修講師

　　公益財団法人日本人事試験研究センター　武廣　　巌　氏

₄　研修受講対象者

　　面接試験官及び面接試験担当者

　

愛
媛
県
町
村
会
は
、6
月
20
日（
金
）
か

ら
7
月
25
日（
金
）
ま
で
「
令
和
7
年
度
人

物
試
験
評
価
者
講
習
」
を
動
画
配
信
で
開

催
。

　

近
年
、
町
職
員
採
用
試
験
に
お
い
て
は
、

人
物
重
視
の
観
点
か
ら
面
接
試
験
の
重
要

性
が
増
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
面
接
試
験

の
基
礎
知
識
や
質
問
・
評
価
の
技
法
を
習

得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
の
面
接
試
験

の
適
切
な
実
施
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

に
開
催
す
る
も
の
。

　
「
優
れ
た
人
材
を
確
保
す
る
た
め
に
」

　
　

公
益
財
団
法
人

　
　

日
本
人
事
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

　
　

�

　

武
廣　
　

巌　

氏

　

愛
媛
県
町
村
会
は
、6
月
18
日（
水
）
か

ら
8
月
17
日（
日
）
ま
で
「
令
和
7
年
度
町

職
員
法
制
執
務
研
修
会
」
を
動
画
配
信
で

開
催
。

　

町
の
法
制
執
務
担
当
職
員
と
し
て
必
要

な
条
例
、
規
則
の
立
案
、
解
釈
等
の
知
識

を
修
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
町
の
法

制
の
整
備
充
実
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
に

開
催
す
る
も
の
。

　
「
法
制
執
務
入
門　

�

初
め
て
作
る
改
正
規
定
」　

　

株
式
会
社
ぎ
ょ
う
せ
い
法
制
ソ
フ
ト
課

�

　
　
　
　
　

山
下　

	

勝
弘　

氏



　（5）　令和₇年₆月30日発行	 町　会　報　え　ひ　め　	 第 195 号　

令
和
７
年
度

第
１
回
正
副
会
長
会

�

愛
媛
県
町
村
議
会
議
長
会

　

愛
媛
県
町
村
議
会
議
長
会
は
、
6
月
23

日（
月
）愛
媛
県
自
治
会
館
に
て
、
令
和
7

年
度
第
1
回
正
副
会
長
会
を
開
催
し
、
前

田
会
長
（
上
島
町
議
会
議
長
）、福
島
副
会

長（
伊
方
町
議
会
議
長
）
が
出
席
し
た
。

　

協
議
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
。

【
協
議
事
項
】

　

⑴　

令
和
7
年
度
第
1
回
町
議
会
議
員

研
修
会
に
つ
い
て

　

⑵　

議
長
視
察
研
修
に
つ
い
て

　

⑶　

本
会
事
務
局
体
制
に
つ
い
て

　

な
お
、
会
議
終
了
後
に
、
正
副
会
長
は

就
任
あ
い
さ
つ
の
た
め
、
県
庁
関
係
各
所

並
び
に
愛
媛
新
聞
社
を
訪
問
し
た
。

鳥
取
県
町
村
議
会
議
長
会
視
察

�

愛
媛
県
町
村
議
会
議
長
会

　

愛
媛
県
町
村
議
会
議
長
会
は
、
6
月
24

日（
火
）愛
媛
県
自
治
会
館
に
て
、
鳥
取
県

町
村
議
会
議
長
会
よ
り
要
請
が
あ
っ
た
本

会
の
視
察
を
受
け
入
れ
た
。
視
察
に
は
鳥

取
県
町
村
議
会
議
長
会
の
職
員
及
び
本
会

の
事
務
局
職
員
が
出
席
し
た
。

　

内
容
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
。

1　

あ
い
さ
つ

2　

説
明
事
項

　

⑴　

議
長
会
の
運
営
に
つ
い
て

　

⑵　

議
長
会
の
研
修
内
容
に
つ
い
て

　

⑶　

コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
を
活
用
し
た
議

会
運
営
に
つ
い
て

　

⑷　

愛
媛
県
自
治
会
館
に
つ
い
て

　

⑸　

そ
の
他

3　

愛
媛
県
自
治
会
館
施
設
見
学
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６
月
の
会
と
催
し

▽
2
日
＝
自
治
労
連
愛
媛
県
本
部
か
ら
の

申
し
入
れ

▽
3
日
＝
日
本
赤
十
字
社
愛
媛
県
支
部
令

和
7
年
度
第
1
回
評
議
員
会

▽
4
日
＝
令
和
7
年
度
山
村
振
興
実
務
研

修
会
、（
公
財
）愛
媛
県
消
防
協
会
令
和

7
年
度
愛
媛
県
消
防
大
会

▽
6
日
＝（
公
財
）愛
媛
県
国
際
交
流
協
会

令
和
7
年
度
第
2
回
理
事
会
、
愛
媛
県

社
会
福
祉
協
議
会
第
2
4
0
回
理
事
会
、

（
一
社
）内
外
情
勢
調
査
会
松
山
支
部
6

月
懇
談
会

▽
9
日
＝
令
和
6
年
度
愛
媛
県
障
が
い
者

ス
ポ
ー
ツ
協
会
事
業
報
告（
案
）及
び
収

支
決
算（
案
）の
監
査
、（
公
財
）愛
媛
県

市
町
振
興
協
会
令
和
6
年
度
会
計
監
査

▽
10
日
＝（
公
財
）え
ひ
め
産
業
振
興
財
団

定
時
評
議
員
会

▽
16
日
＝（
公
財
）愛
媛
県
市
町
振
興
協
会

令
和
7
年
度
第
1
回
定
例
理
事
会

▽
17
日
＝
全
国
町
村
会
政
調
幹
事
会
・
都

道
府
県
町
村
会
事
務
局
長
会
議
・
災
害

共
済
事
務
連
絡
会
議
、
町
村
の
振
興
を

考
え
る
会
意
見
交
換
懇
談
会

▽
18
日
＝
全
国
町
村
会
政
務
調
査
会
（
全

体
会
議
）・
理
事
会（
都
道
府
県
会
長

会
）・
政
務
調
査
会（
行
政
委
員
会
）、
全

国
町
村
職
員
生
活
協
同
組
合
令
和
7
年

度
通
常
総
代
会

▽
24
日
＝
愛
媛
県
公
立
学
校
施
設
整
備
期

成
会
会
計
監
査

▽
26
日
＝
全
国
町
村
議
会
議
長
会
議
会
制

度
検
討
委
員
会
幹
事
会
、
全
国
町
村
議

会
議
長
会
都
道
府
県
事
務
局
長
会
議
、

全
国
町
村
監
査
委
員
協
議
会
幹
事
会

▽
27
日
＝
愛
媛
県
市
町
総
合
事
務
組
合
交

通
災
害
共
済
第
1
回
検
討
委
員
会

▽
30
日
＝（
公
財
）愛
媛
県
市
町
振
興
協
会

令
和
7
年
度
定
時
評
議
員
会

　

新
議
長
紹
介

　

6
月
13
日
の
松
野
町
議
会
定
例
会

に
お
い
て
議
長
の
選
挙
が
行
わ
れ
、

山
田
寛
二
氏
が
就
任
さ
れ
た
。

　
　

松
野
町
議
会
議
長

　
　
　
山や

ま

　
田だ

　
寛か

ん

　
二じ

　
氏

　
　

梅
雨
は
大
歓
迎

　

ど
ん
よ
り
と
し
た
梅
雨
の
雨
雲
。
今
に

も
転
が
り
落
ち
そ
う
な
透
き
通
っ
た
水
滴

が
青
紫
、
紅
紫
色
に
映
え
る
花
弁
に
乗
っ

か
っ
て
い
る
。
こ
の
水
玉
と
紫
陽
花
が

ピ
ッ
タ
リ
の
画
は
、
梅
雨
時
季
に
し
か
見

ら
れ
な
い
。

　

毎
年
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
じ
め
じ
め

し
た
鬱
陶
し
い
梅
雨
が
や
っ
て
来
る
。
だ

い
た
い
1
か
月
余
り
で
あ
る
が
、
時
過
ぎ

れ
ば
沖
縄
地
方
か
ら
順
に
列
島
は
梅
雨
明

け
、
夏
本
番
と
な
る
。
し
か
し
近
年
、
地

球
温
暖
化
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
、
梅
雨
の

期
間
や
強
弱
は
並
み
で
は
な
い
。
空
梅
雨

も
あ
れ
ば
、
連
日
の
大
雨
、
梅
雨
は
過
去

の
経
験
し
た
動
き
か
ら
想
像
し
え
な
い
様

相
を
呈
す
る
。
特
に
今
年
の
6
月
は
、
各

地
が
入
梅
と
と
も
に
大
雨
に
見
舞
わ
れ
た

が
。
梅
雨
明
け
前
に
一
変
、
中
旬
に
は
梅

雨
前
線
に
変
わ
り
高
気
圧
が
列
島
へ
、
気

温
は
急
上
昇
、
記
録
破
り
の
連
日
猛
暑
日

と
な
っ
た
。
梅
雨
季
は
、
一
気
に
熱
中
症

警
戒
ア
ラ
ー
ト
の
呼
び
か
け
と
な
り
早
く

も
「
真
夏
」
襲
来
？
。

　

毎
年
、
梅
雨
時
に
な
れ
ば
都
市
、
地
方

関
係
な
く
、
大
雨
ま
た
は
夏
期
の
水
不
足

を
危
惧
す
る
。
我
が
国
の
洪
水
と
水
飢
き

ん
は
昔
か
ら
の
歴
史
で
あ
る
が
、
た
だ
梅

雨
に
限
ら
ず
線
状
降
水
帯
が
常
時
発
生
し
、

土
砂
崩
れ
や
用
水
路
機
能
不
全
を
起
す
な

ど
大
雨
に
よ
る
災
害
は
多
い
。
逆
の
水
不

足
は
、
か
つ
て
東
京
都
の
渇
水
は
じ
め
、列

島
各
地
が
水
不
足
に
見
舞
わ
れ
た
り
し
た
。

筆
子
の
身
近
で
は
平
成
6
年
7
月
か
ら
11

月
の
5
か
月
間
長
期
に
わ
た
る
県
都
で
の

渇
水
が
あ
っ
た
。
カ
ラ
カ
ラ
天
気
が
続
き
、

さ
ら
に
空
梅
雨
も
影
響
し
た
水
不
足
で
あ

る
。つ
い
に
は
ダ
ム
の
デ
ッ
ド
ウ
ォ
ー
タ
ー

（
ダ
ム
底
の
泥
水
）
利
用
緊
急
事
態
へ
。
1

日
給
水
4
時
間
は
、
日
常
生
活
の
変
調
ど

こ
ろ
か
精
神
的
に
き
つ
か
っ
た
。
当
時
は

「
水
」の
有
難
さ
を
痛
感
し「
天
の
恵
み
」を

心
か
ら
願
い
、
雨
台
風
の
来
襲
を
皆
が
心

底
か
ら
心
待
ち
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
生

物
に
と
っ
て
「
水
」
は
な
く
て
は
な
ら
な
い

一

筆

も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、

過
度
な
降
水
は
困
る
。
文
明
の
現
代
、
お

天
道
様
の
さ
じ

4

4

加
減
に
左
右
さ
れ
る
と
こ

ろ
が
、
人
間
の
神
妙
な
と
こ
ろ
の
よ
う
だ
。

兎
に
も
角
に
も
、
ま
ず
稲
作
に
は
な
く
て

は
な
ら
な
い
適
当
な
雨
量
の
梅
雨
は
、
必

要
か
つ
大
歓
迎
で
あ
る
。

　

さ
て
、
昨
年
夏
ご
ろ
か
ら
の
コ
メ
不
足
、

価
格
高
騰
は
、
遂
に
政
府
の
備
蓄
米
放
出

と
な
っ
た
。
6
月
に
入
り
、
古
米
が
店
頭

に
出
回
る
と
「
ご
飯
」
の
フ
ァ
ン
が
一
挙

に
増
し
た
気
が
す
る
。
コ
メ
作
り
が
高
齢

化
と
と
も
に
就
業
者
離
れ
の
流
れ
、
加
え

て
生
産
調
整
や
自
然
環
境
に
よ
り
、
さ
ら

に
需
要
の
増
（
一
例
は
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
）

な
ど
の
影
響
も
あ
っ
て
、
こ
の
度
の
「
令

和
の
コ
メ
騒
動
」。

　

何
を
お
い
て
も
「
コ
メ
」
消
費
者
・
フ
ァ

ン
が
大
勢
い
る
現
実
を
生
産
者
、
出
荷
業

者
、
流
通
業
者
、
関
係
者
ら
は
、
改
め
て

意
識
せ
ざ
る
を
得
ま
い
。

　

大
方
の
人
が
憂
鬱
で
歓
迎
し
な
い
梅
雨

時
。コ
メ
騒
動
が
一
時
の
騒
ぎ
で
な
く
、バ

ラ
ン
ス
の
と
れ
た
需
給
を
取
り
戻
す
よ
う

願
い
、
ま
た
皆
が
今
一
度
、
食
料
安
保
を

考
え
る
べ
き
時
と
し
た
い
。
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）


